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ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お

い
て
、
華
人
社
会
を
め
ぐ
る
変
化
は
劇
的
で
あ
っ

た
。
中
国
語
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ニ
ュ
ー
ス
番
組
が
、

朝
晩
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、中
国
語
の
新
聞・

雑
誌
が
、
常
に
新
聞
ス
タ
ン
ド
の
一
角
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
雑
誌
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
雑
誌
の
表
紙
を
、
華
人
の
企
業
家
や
美
人
モ
デ

ル
が
飾
り
、
旧
正
月
の
前
後
に
は
、
華
人
の
多
く

集
ま
る
中
心
部
や
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を

龍
舞
や
獅
子
舞
が
練
り
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
光
景
は
、
マ
ニ
ラ
や
バ
ン
コ
ク
で
は

お
な
じ
み
の
光
景
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
お
い
て
は
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
九
八
年

ま
で
三
三
年
間
続
い
た
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
の
統
制

に
よ
り
、
長
い
間
、
殆
ど
み
る
こ
と
の
で
き
な
い

光
景
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
い
え
ば
、
大
多
数
の
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、現
在
、「
は
じ
め
て
」

み
る
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
六
七
年
に
か
け

て
、
中
華
的
な
も
の
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
親
中
国

＝
反
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
つ
ま
り
反
乱
分
子
と
み
な

さ
れ
る
危
険
を
伴
う
行
為
で
あ
っ
た
。
経
済
危
機

や
社
会
不
安
が
起
き
る
度
に
、
華
人
商
店
が
焼
き

討
ち
に
あ
う
な
ど
、
華
人
は
し
ば
し
ば
暴
力
の
標

的
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
一
〇
年
間
の

変
化
を
経
て
、
よ
う
や
く
、
自
由
に
華
人
が
中
華

文
化
に
つ
い
て
語
り
、
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
劇
的
な
変
化
が
生
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
最
大
の
要
因
を
ふ
た

つ
あ
げ
た
い
。
第
一
に
は
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で

奪
わ
れ
た
華
人
の
政
治
・
文
化
的
権
利
の
回
復
を

は
か
る
政
府
の
政
策
転
換
で
あ
る
。
第
二
に
は
、

中
国
の
政
治
的
、
経
済
的
、
そ
し
て
文
化
的
な
プ

レ
ゼ
ン
ス
の
高
ま
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の

両
者
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
華

人
社
会
に
も
た
ら
し
た
の
か
を
見
て
み
る
。

●「
差
別
」法
の
撤
廃
と
権
利
回
復

　

一
九
九
八
年
の
ス
ハ
ル
ト
体
制
の
崩
壊
の
過
程

に
お
い
て
、
大
規
模
な
反
華
人
暴
動
が
発
生
し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
土
に
広
が
っ
た
反
華
人
暴
動
で
、

多
く
の
華
人
が
被
害
者
と
な
っ
た
こ
と
も
契
機
と

な
り
、
ポ
ス
ト
ス
ハ
ル
ト
期
の
華
人
政
策
の
主
眼

は
、
華
人
に
対
す
る
権
利
回
復
に
置
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
ス
ハ
ル
ト
時
代
に
施

行
さ
れ
た
華
人
に
対
す
る
一
連
の
「
差
別
」
法
の

撤
廃
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
一
連
の
権
利
回
復
プ

ロ
セ
ス
は
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
中
国
語
出
版
、
教
育
の
規
制
が
解
か
れ

た
。
こ
の
結
果
、
中
国
語
の
語
学
学
校
、
大
学
の

中
国
科
新
設
が
相
次
ぎ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け

る
中
国
語
習
得
の
機
会
が
一
気
に
拡
大
し
た
。
次

い
で
、
中
華
宗
教
・
信
仰
の
祭
礼
を
公
の
場
で
行

う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
ス
ハ
ル
ト
体
制
期
に
は
、

家
庭
や
寺
院
の
境
内
の
中
で
の
み
、
ひ
っ
そ
り
執

り
行
っ
て
い
た
旧
正
月
の
祝
事
も
、
公
の
場
で
開

催
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

華
人
に
対
す
る
一
連
の
「
差
別
」
法
撤
廃
の
中

で
も
、
と
り
わ
け
政
治
的
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、

国
籍
証
明
書（
Ｓ
Ｂ
Ｋ
Ｒ
Ｉ
）制
度
の
廃
止
で
あ
っ

た
。
国
籍
証
明
書
制
度
と
は
、
華
人
（
を
は
じ
め

と
す
る
外
国
系
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
）
に
限
っ
て
は
、

別
途
外
国
籍
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
書
面
で
証

明
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
国
籍
証
明
書
が
な

け
れ
ば
、
結
婚
も
転
居
も
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請

も
受
理
さ
れ
な
い
た
め
、
華
人
は
極
め
て
煩
雑
な

手
続
き
を
経
る
他
な
く
な
る
。
加
え
て
、
国
籍
証

明
書
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
籍
の
証
明
書
と
い
う

よ
り
は
、「
華
人
で
あ
る
こ
と
」
の
証
明
書
と
し

て
事
実
上
機
能
し
て
い
た
。
末
端
の
行
政
官
に

と
っ
て
は
、各
種
行
政
申
請
の
度
に
、華
人
に
「
た
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か
る
」
こ
と
が
安
い
給
料
を
補
う
貴
重
な
収
入
源

で
あ
っ
た
。
国
籍
証
明
書
制
度
は
、
手
続
き
に
お

い
て
差
別
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ば
「
た

か
る
政
府
と
た
か
ら
れ
る
華
人
」
と
い
う
関
係
を

末
端
に
お
い
て
維
持
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
国
籍

証
明
書
制
度
は
、
行
政
官
に
と
っ
て
は
死
守
す
べ

き
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
華
人
に
と
っ
て
は
、
政

府
へ
の
不
信
感
の
源
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

ス
ハ
ル
ト
体
制
末
期
以
来
、
歴
代
の
大
統
領
は

国
籍
証
明
書
の
廃
止
を
指
示
し
て
き
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
末
端
の
行
政
官
に
と
っ
て
の
必
要
性

か
ら
も
、
状
況
は
な
か
な
か
改
善
し
な
か
っ
た
。

華
人
政
治
団
体
は
業
を
煮
や
し
て
ロ
ビ
ー
活
動
を

行
い
、
二
〇
〇
四
年
の
大
統
領
選
挙
の
時
に
は
、

大
統
領
の
選
挙
公
約
に
も
折
り
込
ま
れ
た
。
長
い

間
の
公
然
の
秘
密
で
あ
っ
た
こ
の
制
度
の
改
善
が
、

一
〇
年
か
け
て
、
少
し
ず
つ
進
み
つ
つ
あ
る
。

●
国
籍
法
の
改
定　

　

民
主
化
後
の
政
府
の
政
策
の
中
で
華
人
社
会
に

最
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
六
年

の
新
国
籍
法
の
制
定
で
あ
っ
た
。
ス
ハ
ル
ト
体
制

崩
壊
後
の
憲
法
改
正
を
経
て
も
な
お
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
大
統
領
の
資
格
要
件
は
、Indonesia A

sli

で
あ
る
と
い
う
規
定
が
死
守
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

で
は
、Indonesia A

sli

と
は
誰
の
こ
と
か
。

字
義
的
に
訳
せ
ば
、「
生
粋
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
」

で
あ
る
。
中
国
系
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
華
人
は
、

こ
のIndonesia A

sli

か
ら
は
外
れ
る
と
解
釈

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
華
人
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
大
統
領
に
な
る
資
格
の
な
い
二
級
市
民
で
あ

る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
、

こ
う
し
た
理
解
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

　

新
国
籍
法
に
お
い
て
も
、Indonesia A

sli

の
文
言
は
留
保
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
と
大

き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
新
国
籍
法
の
補
足
規
定
に

「
生
粋
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
」
と
は
、
誰
な
の
か
、

そ
の
解
釈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
た
こ

と
に
あ
る
。「
生
粋
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
は
、

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
で
あ
り
、

自
ら
の
意
志
で
他
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
こ
と
が

な
い
者
」。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
で
あ
る
か
否
か
の

判
定
基
準
に
お
い
て
、
人
種
や
民
族
的
出
自
は
無

関
係
で
あ
る
と
こ
の
規
定
は
謳
っ
た
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
中
国
籍
を
取
得
し
た
こ
と
の
な
い
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
華
人
は
、
自
動
的
に
「
生
粋
の
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
人
」
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
で
、

華
人
も
法
的
に
は
大
統
領
に
な
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
新
国
籍
法
の
制
定
は
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
華
人
社
会
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要

な
歴
史
的
一
歩
と
な
っ
た
。

●
中
国
の
台
頭
と
華
人
社
会

　

民
主
化
後
の
華
人
社
会
の
変
容
を
理
解
す
る
上

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
国
家
の
政
策
の
変
化
に
加

え
、
中
国
の
変
化
が
極
め
て
重
要
な
要
因
と
な
っ

て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
と
比
べ

る
と
よ
く
わ
か
る
。
当
時
、
反
共
体
制
の
ス
ハ
ル

ト
体
制
に
と
っ
て
、
華
僑
工
作
を
展
開
す
る
文
化

大
革
命
の
只
中
に
あ
る
中
国
は
、
共
産
主
義
を
輸

出
す
る
脅
威
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
中
国
と
つ

な
が
る
こ
と
も
脅
威
と
み
な
さ
れ
、
中
国
語
、
中

華
文
化
等
も
排
除
す
べ
き
危
険
な
も
の
と
位
置
づ

け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
中
国
は
一
九
七
八
年
以
降

の
改
革
開
放
、
経
済
発
展
を
経
て
、
一
九
九
〇
年

代
以
降
は
貿
易
・
投
資
相
手
国
と
し
て
魅
力
的
な

存
在
に
大
き
く
変
わ
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
が
中
国
と
つ
な
が
る
こ
と
は
、

チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
む
こ
と
と
し
て
肯
定
的
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
語
を
話
す
、
中
国
に

赴
く
等
の
活
動
は
ス
ハ
ル
ト
体
制
以
降
の
こ
の

一
〇
年
、
特
に
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

中
国
が
魅
力
的
な
国
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を

提
供
す
る
国
と
し
て
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
。
第
一
に
、

冒
頭
に
も
紹
介
し
た
と
お
り
、
中
国
語
メ
デ
ィ
ア
、

新
聞
、
雑
誌
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
た
。
第
二
に
、

中
華
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
、い
わ
ゆ
る
「
華
流
」

が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
人
気
を
得
る
よ
う
に
な
っ

た
。
第
三
に
、
中
国
語
習
熟
熱
が
高
ま
っ
た
。
ス

ハ
ル
ト
政
権
下
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
、
ダ

ル
マ
プ
ル
サ
ダ
大
学
の
二
校
し
か
教
育
機
関
が
な

か
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
以
降
は
中
国
語
学
習
院

が
急
増
し
た
。
中
国
本
土
へ
の
留
学
説
明
会
は
規

模
を
拡
大
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
中
国
へ
の

留
学
生
数
は
韓
国
、
日
本
、
米
国
、
ベ
ト
ナ
ム
に

つ
い
で
世
界
第
五
位
に
ま
で
伸
び
て
い
る
。

　

加
え
て
、
中
国
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
す
る
海

外
投
資
兼
海
外
援
助
の
拡
大
は
、
華
人
社
会
に
お

け
る
変
容
を
考
え
る
上
で
見
落
と
せ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
中
国
語
能
力
の
高
い
華
人
の
地
位
を
い
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ま
ま
で
以
上
に
高
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

大
き
な
利
権
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
は
、
ジ
ャ
カ

ル
タ
と
つ
な
が
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
ジ
ャ
カ
ル

タ
の
高
官
と
密
に
話
せ
る
こ
と
が
、
成
功
の
鍵
で

あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
、
中
国
政
府
と
直
接
交
渉

で
き
る
者
が
重
宝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国

の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
高
ま
り
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

華
人
社
会
内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
要
件
に
も
少
な

か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
。

●
華
人
社
会
が
抱
え
る
課
題

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
一
〇
年
間
で
華
人
の
権

利
回
復
は
大
幅
に
す
す
み
、
中
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス

の
高
ま
り
を
受
け
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
中
国

ブ
ー
ム
と
も
い
え
る
状
況
が
生
ま
れ
た
。
も
っ
と

も
、
劇
的
に
み
え
る
中
国
ブ
ー
ム
も
、
当
初
の
勢

い
は
収
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
れ
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
要
因
を
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
の
要
因
は
、
世
代
の
問
題
で
あ
る
。
全
国

で
刊
行
が
相
次
い
だ
華
字
紙
の
例
を
挙
げ
る
と
、

こ
の
五
、六
年
の
間
の
熾
烈
な
競
争
の
結
果
、
各

地
で
廃
刊
が
相
次
ぎ
各
紙
の
部
数
も
期
待
し
た
ほ

ど
の
伸
び
は
み
せ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
中
国
語
の
識
字
率
が
予
想

以
上
に
低
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
実
際

の
と
こ
ろ
、
購
読
者
層
の
殆
ど
が
、
一
九
六
五
年

以
前
に
華
語
学
校
に
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
達
で

占
め
ら
れ
て
い
る
。
年
齢
で
言
え
ば
五
五
歳
以
上

の
世
代
で
あ
り
、
そ
の
人
口
の
限
界
が
そ
の
ま
ま

中
国
語
メ
デ
ィ
ア
拡
大
の
限
界
に
も
繋
が
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
若
い
世
代
は
ど
う
か
。
ス
ハ
ル
ト

期
に
生
ま
れ
育
っ
た
華
人
の
多
く
は
、
中
国
語
の

教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ス
ハ
ル
ト
期
の
経

済
成
長
が
生
ん
だ
高
学
歴
の
都
市
中
間
層
（
そ
の

多
く
が
華
人
）
は
、
好
ん
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
米
国
等
の
英
語
圏
に
教
育
の

機
会
を
求
め
た
。
ス
ハ
ル
ト
期
と
ポ
ス
ト
ス
ハ
ル

ト
期
を
あ
わ
せ
た
約
四
〇
年
の
間
に
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
中
国
語
識
字
率
は
著
し
く
下
が
り
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
も
す
す
み
、
国
内
外
で
の
就
職
の
た

め
に
も
、
英
語
能
力
が
極
め
て
重
要
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
こ
の
一
〇
年
に
経

験
し
た
よ
う
な
、
中
国
ブ
ー
ム
を
今
後
も
長
期
に

わ
た
っ
て
下
支
え
す
る
よ
う
な
世
代
は
現
時
点
で

は
育
っ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

　

第
二
の
要
因
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
古
く
か
ら

あ
る
華
人
問
題
の
存
在
で
あ
る
。
華
人
の
文
化
的

権
利
、
政
治
的
権
利
を
回
復
す
る
た
め
、
差
別
的

法
令
は
撤
廃
さ
れ
た
。
し
か
し
、
華
人
に
対
す
る

大
多
数
の
疑
念
、
警
戒
を
払
拭
す
る
こ
と
の
難
し

さ
も
こ
の
一
〇
年
の
変
化
の
中
で
し
ば
し
ば
露
見

し
た
。
二
〇
〇
二
年
二
月
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
州
知
事

ス
テ
ィ
ヨ
ソ
は
華
人
の
多
く
居
住
す
る
コ
タ
地
区

で
行
わ
れ
た
旧
正
月
の
祝
賀
行
事
に
て
、「
華
人

は
も
っ
と
お
と
な
し
く
す
る
べ
き
だ
」
と
警
鐘
を

鳴
ら
し
、
水
を
差
し
た
。
ス
ハ
ル
ト
期
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
随
一
の
華
人
資
本
財
閥
で
あ
っ
た
サ
リ

ム
・
グ
ル
ー
プ
が
、
二
〇
〇
六
年
、
イ
ン
ド
へ
の

大
規
模
投
資
を
表
明
す
る
や
い
な
や
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
国
会
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
は
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
照
ら
し
て
お
か
し
い
」
と
糾
弾
さ
れ
た
。

　

華
人
に
よ
る
政
治
参
加
も
こ
の
一
〇
年
で
拡
大

し
た
。
国
会
総
選
挙
、
地
方
首
長
選
挙
と
も
に
、

華
人
の
立
候
補
者
、
当
選
者
は
急
増
し
、

一
九
九
九
年
以
来
、
必
ず
一
人
は
華
人
閣
僚
が
任

用
さ
れ
て
い
る
。
ス
カ
ル
ノ
期
と
同
様
に
、
華
人

で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
政
界
か
ら
の
排
除
要
件
に

は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
個
人
と
し

て
華
人
の
政
治
家
は
増
え
た
が
、「
華
人
の
利
益
」

を
代
表
す
る
よ
う
な
政
治
勢
力
の
結
成
は
甚
だ
困

難
で
あ
る
こ
と
も
経
験
し
た
。
一
九
九
九
年
、

二
〇
〇
四
年
の
総
選
挙
で
は
、
華
人
政
党
は
華
人

の
支
持
を
集
め
き
れ
な
か
っ
た
。
多
く
の
華
人
は

人
種
排
他
的
な
集
団
に
集
ま
る
と
み
ら
れ
る
こ
と

を
恐
れ
た
上
、
大
規
模
政
党
の
華
人
政
策
も
十
分

実
績
を
挙
げ
て
い
た
た
め
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
闘

争
民
主
党
な
ど
に
票
が
集
ま
っ
た
。
各
種
差
別
法

の
撤
廃
に
尽
力
し
た
華
人
団
体
に
つ
い
て
も
、
最

大
の
目
的
で
あ
っ
た
国
籍
法
の
改
正
が
実
現
し
た

こ
と
で
、
そ
の
求
心
力
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。

　

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
一
〇
年
を
経
て
現
在
ま

で
、
ス
ハ
ル
ト
期
の
呪
縛
が
解
き
放
た
れ
た
よ
う

に
、
そ
し
て
、
中
国
の
台
頭
の
波
に
乗
る
よ
う
に
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
華
人
社
会
は
、
一
見
す
る
と
そ

の
自
由
な
雰
囲
気
を
謳
歌
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
同
時
に
、
一
皮
む
く
と
、
華
人
問
題

の
緊
張
感
が
、
底
流
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
た
、
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

（
あ
い
ざ
わ　

の
ぶ
ひ
ろ
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）




